
妊娠出産応援ギフト 子育て応援ギフト

対象者 妊婦 お子さんの養育者

支給額 妊婦1人につき現金5万円 お子さん1人につき現金5万円

申請方法 申請書（電子申請） 申請書（電子申請）

妊娠届出日をし、
面接した日から３か月以内

はろーベビィ訪問を受けた日から
３か月以内

支給時期

注意点
※令和4年４月１日以降に
妊娠届を提出済みで、

流産、死産の方も対象となります。

ネウボラ＋ギフト

期限を過ぎてしまうと受付できない可能性がございます。

申請日の1～2か月後

申請期限


